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構想区域、医療圏のまとめ

二次医療圏 構想区域

医療法上の定義
病院及び診療所の病床の整備を図る
べき地域的単位として区分する区域

地域における病床の機能の分化及び
連携を推進するための基準として厚生
労働省令で定める基準に従い定める
区域

患者の受診
特に制限なし
※患者の流入流出率等が見直しの基
準とされている

特に制限なし
※患者の受療動向等を勘案して検討
することとされている

病床整備
区域内の既存病床数が基準病床数
を上回る場合、新たな病床の整備は
認められない

区域内の病床数が必要病床数を上
回る場合、新たな病床整備については
地域医療構想調整会議における協議
が必要

会議体 保健医療推進協議会 地域医療構想調整会議
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○ 日本の医療はフリーアクセスであり、構想区域及び医療圏は患者の受診地域を制限するものではない。
○ 構想区域及び医療圏の設定は、病床整備（移転を含む）や会議体の設置区域に影響することから、病床の適
切な配置や医療機関の役割に関する協議を適切に行い得る地域を設定することが重要。



6周産期医療圏 有明・鹿本熊本中央 熊本中央

○ 本県の保健医療計画では、二次保健医療圏（二次医療圏）を計１０圏域設定。
○ ５疾病のうち、脳卒中医療圏及び急性心筋梗塞医療圏については、救急医療圏を基本としつつ、熊本・上益城医
療圏と宇城医療圏と西原村を併せて「熊本中央医療圏」とし、計９圏域としている。

○ ６事業のうち、救急医療圏については、二次保健医療圏を原則としつつ、山都町を除く熊本・上益城医療圏と宇
城医療圏と阿蘇医療圏の西原村を併せて「熊本中央医療圏」、山都町を「山都医療圏」とし、計１０圏域としてい
る。

○ また、周産期医療圏については、「熊本中央圏域（熊本・宇城・上益城・菊池・阿蘇）」 及び「有明・鹿本圏
域」とし計６圏域、小児医療圏については、 「熊本中央圏域（熊本・宇城・上益城・阿蘇）」 及び「有明・鹿
本圏域」 とし、計７圏域としている。

熊本・上益城 宇城 有明 鹿本 菊池 阿蘇 八代 芦北 球磨 天草10二次保健医療圏

10がん医療圏

9脳卒中医療圏

9
急性心筋梗塞医療
圏

10糖尿病医療圏

10精神疾患医療圏

1災害医療圏

10救急医療圏 熊本中央山
都

7小児医療圏 熊本中央 熊本中央有明・鹿本

10在宅医療圏

10新興感染症医療圏
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熊本県における医療圏の設定状況（R7.4.1時点）
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熊本県の二次医療圏の現状（人口・面積・医療機関数/従事者数）

①熊本・上益城（817,045人・1,174㎢）

③有 明（144,051人・421㎢）

⑦八 代（126,462人・715㎢）

⑨球 磨（73,774人・1,537㎢）

②宇 城（97,549人・407㎢）

④鹿 本（45,565人・300㎢）

⑥阿 蘇（55,459人・1,080㎢）

⑧芦 北（38,367人・431㎢）

⑩天 草（95,476人・878㎢）

⑤菊 池（190,062人・467㎢）

（出典）令和7年9月1日現在推計人口
令和７年全国都道府県市区町村面積調
令和４年医師・歯科医師・薬剤師調査
看護職員業務従事届（令和４年末）

※医療機関数は令和7病床機能報告対象機関

［病院：81、有床診療所：94］
  うち熊本市  72       うち熊本市  88                   

  うち上益城    9 うち上益城 6

［病院：7、有床診療所：24］

［病院：5、有床診療所：5］

［病院：8、有床診療所：12］

［病院：15、有床診療所：15］

［病院：8、有床診療所：10］ ［病院：9、有床診療所：10］

［病院：8、有床診療所：18］

［病院：5、有床診療所：4］

［病院：13、有床診療所：14］

熊本県における二次医療圏の現状（人口、面積、医療機関数、医師・看護職員数）

医　師 看護職員
総　数 169 1,671
県内シェア 3.3% 4.8%
1０万人当たり 167.8 1,713
全国平均との比較 64.0% 128.6%

医　師 看護職員
総　数 288 2,587
県内シェア 5.5% 7.4%
1０万人当たり 192.1 1,796
全国平均との比較 73.3% 134.8%

医　師 看護職員
総　数 100 914
県内シェア 1.9% 2.6%
1０万人当たり 209.9 2,006
全国平均との比較 80.1% 150.6%

医　師 看護職員
総　数 318 2,857
県内シェア 6.1% 8.2%
1０万人当たり 168.6 1,503
全国平均との比較 64.3% 112.8%

医　師 看護職員
総　数 81 866
県内シェア 1.6% 2.5%
1０万人当たり 141.3 1,562
全国平均との比較 53.9% 117.2%

医　師 看護職員
総　数 366 2,778
県内シェア 7.1% 8.0%
1０万人当たり 279.2 2,197
全国平均との比較 106.5% 164.9%

医　師 看護職員
総　数 127 1,193
県内シェア 2.4% 3.4%
1０万人当たり 306.5 3,109
全国平均との比較 116.9% 233.4%

医　師 看護職員
総　数 185 1,625
県内シェア 3.6% 4.7%
1０万人当たり 235.6 2,203
全国平均との比較 89.9% 165.4%

医　師 看護職員
総　数 251 2,246
県内シェア 4.8% 6.4%
1０万人当たり 244 2,352
全国平均との比較 93.1% 176.6%

医　師 看護職員
総　数 3,306 18,131
 うち熊本市 3,188 16,835
 うち上益城 118 1,296
県内シェア 63.7% 52.0%
 うち熊本市 61.4% 48.3%
 うち上益城 2.3% 3.7%
1０万人当たり 403.4 2,219
 うち熊本市 432 2,289
 うち上益城 144.4 1,591
全国平均との比較 153.9% 166.6%
 うち熊本市 164.8% 171.8%
 うち上益城 55.1% 119.4%
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①人口規模が２０万人未満

厚生労働省「医療計画作成指針（R5.6月）」

以上の全てに当てはまる場合は、

「入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる」として、

二次医療圏の設定の見直しについて検討することとされている。

②流入患者割合（流入率）が２０％未満

③流出患者割合（流出率）が２０％以上

同一の基準による地域医療構想（H29.3策定）の構想区域の検討時は、
２０２５年推計値において、「有明」「鹿本」「阿蘇」「八代」「天草」の５圏域が該当

新たな地域医療構想策定に向けた試算の結果、
「有明」「鹿本」「阿蘇」「芦北」の４圏域が該当する見込み

※厚労省提供の地域医療構想策定支援ツールを活用

※人口：「令和6年9月熊本県の人口と世帯数」
 患者流出入率：「厚労省R5患者調査」 を基に試算

【参考】医療圏の見直し基準（人口20万人未満、流入率20％未満、流出率20%以上）
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⑨球 磨

⑦八 代

⑧芦 北

⑩天 草

人 口 95,476人

流入率 3.9％

流出率 16.5％

人 口 126,462人

流入率 15.2％

流出率 15.8％

人 口 73,774人

流入率 5.2％

流出率 12.6％

人 口 38,367人

流入率 15.3％

流出率 20.1％

②宇 城

人 口 97,549人

流入率 43.8％

流出率 43.9％

◇人口：令和６年９月熊本県の人口と世帯数
◇流入率・流出率：厚労省令和５年患者調査

③有 明

人 口 144,051人

流入率 9.3％

流出率 31.7％

⑤菊 池

人 口 190,062人

流入率 43.3％

流出率 41.1％

⑥阿 蘇

人 口 55,459人

流入率 6.8％

流出率 46.9％

④鹿 本

人 口 45,565人

流入率 18.3％

流出率 35.6％

・人口20万人未満
・流入率20％未満
・流出率20％以上

【参考】医療圏の見直し基準（人口20万人未満、流入率20％未満、流出率20%以上）の該当状況

①熊本・上益城

人 口 817,045人

流入率 20.4％

流出率 8.9％
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○ 国検討会では、「20万人未満の地域については、急性期拠点機能の確保が可能かどうか
等について特に点検し、圏域を設定」との考えが示されており、本県では、熊本・上益城以外の
構想区域について特に点検が必要。

○ 構想区域は患者の受診を規制するものではなく、病床の規制の区域及び地域医療構想調
整会議の設置区域に関係するもの。

○ 現行の地域医療構想策定時には、「熊本医療圏」と「上益城医療圏」を統合し「熊本・上
益城構想区域」として、保健医療計画の改定に先行して区域の統合を行った。

○ その際、専門委員会における検討のみならず、郡市医師会間での協議も実施されており、
地域の意向を尊重して構想区域の統合が進められた経緯がある。

○ 現行の構想策定時同様、国のガイドラインが示され次第、県において構想区域のたたき台を
作成※の上、丁寧に地域の意見を聴きながら、点検・見直しを進めることとしてはどうか。
※現行の構想策定時には、当時の二次医療圏を維持するパターンを含めた５パターンをたたき台として作成

構想区域の点検・見直しの進め方について（案）
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【参考】現行の構想策定時のたたき台

現在の構想区域
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